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本年 1月 16 日、金融審議会金融分科会第二部会は、①保険商品の販売のあ

り方、②保険会社のガバナンスのあり方、③保険契約者等の保護のあり方、

といった保険に関する主な検討課題について審議することを決定し、「保険

の基本問題に関するワーキング・グループ」（保険ＷＧ）において検討を行う

こととしたところである。 

 

今般、課題の一つである「銀行等による保険販売規制の見直し」について

保険ＷＧから報告があり、当部会においてこれを審議した結果、当部会の報

告として了承することとした。 

 

当部会としては、行政当局に対し、本報告を踏まえ、速やかに所要の措置

を講ずるよう求めたい。 
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銀行等による保険販売規制の見直しについて 

（保険ＷＧにおける検討の部会への報告） 

 

 

１．はじめに 

 

本年 1月 16 日の金融審議会金融分科会第二部会において、「銀行等による

保険販売規制の見直し」が、保険に関する主な検討課題の一つとされ、「保険

の基本問題に関するワーキング・グループ」（保険ＷＧ）において検討するこ

ととされた。 

 

これを踏まえ、保険ＷＧにおいては、本年 1月以降、これまで８回にわた

り検討を重ねてきた。検討は、商品の提供者や利用者等の関係者から広く意

見を聴取するなど、幅広い観点から行われた。なお、保険ＷＧの開催状況は

別紙のとおりである。 

 

保険ＷＧは、これまでの検討を踏まえ、銀行等の保険販売規制の見直しに

当たっての基本的な考え方や論点の整理を行った。保険ＷＧとしては、本報

告を踏まえ、今後、行政当局において更に実務面での検討も深め、適正な販

売規制の見直しを行うことを求めるものである。 

 

 

２．銀行等による保険販売についてのこれまでの経緯 

 

保険募集を行う者については登録制とされており、登録拒否要件に該当し

ない限り保険募集人となることが認められているが、銀行等及び証券会社に

ついては、過去において保険募集をその業務とすることは認められていなか

った。 

 

その後、各般の議論を踏まえ、証券会社については、平成 10 年の証券取引

法改正により、本業以外の業務範囲が大幅に拡大され、保険募集を業務とす

ることが認められた。また、銀行等については、平成 12年の保険業法改正に

より、「保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合」に保険募集を行う

ことが認められた。 
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その後、銀行等による保険商品の販売解禁は、以下のように２度にわたり

行われてきている。 

（１）平成 13 年 4月 住宅ローン関連の信用生命保険・長期火災保険・債務

返済支援保険（信用生命保険については引受保険会社が子会社又は兄弟

会社である場合に限る）、及び海外旅行傷害保険の販売が解禁。 

（併せて、信用供与の条件として保険募集を行う行為等を禁止する弊害

防止措置が設けられた。） 

（２）平成 14 年 10 月 個人年金保険、財形保険、年金払積立傷害保険、財

形傷害保険の販売が解禁。住宅ローン関連の信用生命保険に係る引受保

険会社の限定を解除。 

（併せて、保険商品を購入しないことが他の取引に影響を及ぼさないこ

との顧客への説明等の弊害防止措置が設けられた。） 

 

銀行等による保険販売規制の見直しは、これまで、それに伴うメリットと

デメリットとを比較考量し、必要な弊害防止措置を講じた上で行われてきた

ところである。 

今回の見直しに当たっても、銀行等が販売できる保険商品の範囲の拡大の

メリットと、これに伴う弊害の懸念を踏まえ、検討する必要がある。 

 

 

３．メリットについて 

 

銀行等が販売できる保険商品の範囲の拡大については、以下のようなメリ

ットがあるとの意見が出された。 

（１）銀行等の参入により販売チャネルの多様化が進めば、消費者がアクセ

スできる保険商品の選択肢や商品に関する情報が増え、利用者利便の向

上が期待できる。 

（２）販売チャネルの適切な競争を通じて販売システムの効率化が進めば、

保険料の低廉化により、利用者利益の増進につながり、また、保険市場

の拡大も期待できる。 

（３）販売チャネルの多様化は、各販売チャネルの特性を反映した、利用者

のニーズに適合する商品開発の促進につながり、市場の発展にも資する。 
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（４）銀行等が販売できる保険商品を一部に限ると、保険市場全体の商品構

成を歪めることにつながる。また、販売できる商品の規制に合わせるた

めの、ループホール（抜穴）的な商品が出てくるおそれがある。 

（５）少子高齢化など保険業を取り巻く環境が変化している中で、保険会社

においても、国民のニーズに適合した商品開発や効率的な販売体制の確

立等、変化に対応したビジネスモデルの構築が求められている。こうし

た観点からも、販売チャネルの多様化が必要である。 

 

 

４．懸念される弊害（デメリット）について 

 

他方、銀行等が販売できる保険商品の範囲について、特に保障性の高い商

品を含め拡大する場合には、以下のような弊害（デメリット）や問題点があ

るとの意見が出された。 

 （１）銀行等は強力な販売力を有している。特に融資先に対しては極めて強

い影響力を有しており、圧力販売が行われるおそれがある。 

（２）銀行等が保障性の高い商品を販売する過程で入手することとなる健康

情報が、融資判断に流用されるおそれがある。 

（３）銀行等は、保険商品の販売を行うのみで、保険の引受けを行わないた

め、不当に保険加入しようとする者の第一次選択がおろそかになるおそ

れがある。また、現在の販売チャネルで行われているようなアフターケ

ア等が十分に行われないおそれがある。 

（４）銀行等が、その強力な販売力を背景に、引受保険会社のリスク管理能

力を超えた保険販売を行うことや、保険会社を実質的に支配したり系列

化することにつながるのではないか。 

（５）不良債権問題の終結に向けた取組を行っている等の現下の状況では、

銀行等は本来の業務に徹するべきではないか。 

 （６）保険会社の主力商品である死亡保障商品や自動車保険の市場が縮小又

は伸悩みの傾向にある中で、新たな販売チャネルが既存の販売チャネル

に与えることとなる影響についても考慮する必要がある。 
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５．考えられる弊害防止措置 

 

弊害については、これをどのように防止するか工夫する必要があるが、検

討すれば以下のとおり。 

 

（１）銀行等による融資先への販売 

銀行等が保険商品の販売を行うことの弊害として、特に強い懸念が示

されたのは、銀行等が融資者としての影響力に基づき圧力販売を行うこ

とである。圧力販売については、銀行等にその意図がない場合であって

も融資先は圧力を感じるおそれがあるとの指摘があった。また、保障性

の高い商品について圧力販売が行われた場合には事後的な救済が困難で

あるとの指摘もあった。 

なお、圧力販売については、抱合せ販売（融資の条件として保険販売

を行う行為）が既に禁止されており、それで十分に対応できるとの指摘

があった。また、そもそも自由であるべき契約を事前に制限することに

ついては慎重であるべきとの指摘も複数出された。 

次に、同じく銀行等と融資先との関係の問題として、銀行等が保障性

の高い商品を販売する過程で入手することとなる健康情報が、融資判断

に流用されるのではないかとの懸念も示された。 

これら各般の指摘を踏まえた上で、保険ＷＧにおいては、銀行等が販

売できる保険商品の範囲を保障性商品まで認める場合、新たに認められ

る商品については、従来の抱合せ販売の禁止に加えて、「圧力販売につな

がるような融資先に対する保険販売を禁止」することが適当であるとの

意見が大勢を占めた。 

以上の考え方を踏まえ、保険販売の規制の対象となる、「圧力販売につ

ながるような融資先」の具体的な範囲については、圧力販売の懸念を排

除しながら、一方において過剰な規制とならないよう、実務的な問題も

含め、行政当局において更に検討を深めることを求めたい。 

  

（２）適切な情報管理 

情報管理については、銀行等が保険販売業務を通じて得た情報を、銀

行等の融資業務等との関連においてどのように取り扱うかという問題と、

逆に、銀行等の融資情報や決済情報等を、保険販売業務の関連において
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どのように取り扱うかという問題とを区分して考える必要がある。また、

後者については、更に融資情報の場合と、決済情報等の場合とを区分し

て考える必要がある。 

まず、保険商品の販売によって得られた健康情報の融資判断への流用

という点については、「圧力販売につながるような融資先に対する保険販

売を禁止」する措置により問題は相当程度解消されると考えられるが、

いずれにしても健康情報については厳格な管理が必要となる。 

一方、融資情報については、「圧力販売につながるような融資先に対す

る保険販売を禁止」する措置を的確に実施するため、保険販売の際に利

用する必要があり、適正な手続きやコンプライアンス体制の整備が必要

である。 

また、その他の情報の取扱いについては、非公開情報保護措置（保険

販売業務とその他の業務の間で顧客の同意なく非公開情報の流用を禁止

する措置）一般の問題であり、例えば預金・決済等の業務で得られた顧

客情報については、顧客の同意なく保険販売に用いられることがないよ

う、適切に管理することが求められる。 

 

（３）銀行等の保険販売と保険会社等への影響 

銀行等の保険販売の拡大による保険会社等への影響、具体的には、引

受保険会社のリスク管理能力を超えた保険販売を行うことと、保険会社

を実質的に支配したりすることの懸念や、既存の販売チャネルに及ぼす

影響についての懸念が指摘されている。 

こうした懸念については、「圧力販売につながるような融資先に対する

保険販売を禁止」する措置を講ずることにより、相当程度緩和されるの

ではないかと考えられる。また、一方において、販売チャネルの多様化

というメリットの享受という面もある。 

なお、保険会社が特定の銀行等に保険商品の販売を過度に依存するこ

とや、銀行等が特定の保険会社の商品のみを販売することは、リスク管

理の在り方や利用者利便の向上等の面から、適切ではないとの指摘もあ

る。一方、保険会社が銀行等とどのような提携をするかは、基本的には

保険会社の自主性や経営上の選択の問題であるとの指摘もある。これら

の指摘も踏まえ、何らかの対応が必要かどうかについて、実務面も踏ま

えた検討がなされる必要があると考えられる。 
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（４）コンプライアンス体制等の確立 

銀行等における保険販売業務が適切に行われることを確保するととも

に、各般の弊害防止措置を有効に機能させていくためには、コンプライ

アンス体制の整備や苦情・紛争処理体制の活用が重要な課題であり、今

後、例えば、銀行等の各営業所に保険商品の販売についてのコンプライ

アンス責任者を設置するといったことも含め、適切な措置を講ずる必要

がある。 

 

 

６．基本的方向性と実施時期 

 

保険ＷＧにおいては、契約者や国民全体にとっての利益の増進という視点

から、銀行等において原則として全ての保険商品を取り扱えるようにするこ

とが適当であり、その際には、以上のような弊害防止措置が適切に講じられ

ることが前提となるとする意見が大勢を占めた。 

 

実施時期については、メリットの実現を目指す観点から、できるだけ早期

が望ましい。その際、銀行等での販売体制の整備や弊害防止手続きの確立等

のための準備期間を設ける等、円滑な実施を図る必要がある。 

 

以上を踏まえ、銀行等による保険販売規制の見直しについては、本報告後

例えば１年後から段階的に行うこととし、新たな弊害防止措置の実効性をモ

ニタリングしながら、遅くとも本報告後３年後には、銀行等において原則と

して全ての保険商品を取り扱えるようにすることが適当であるとの意見が大

勢を占めた。今後は、行政当局において、本報告の趣旨を踏まえ、速やかに

適切な措置を講じるよう期待する。 

 

 

７．その他考慮すべき事項 

 

その他、銀行等による保険販売規制の見直しに関して、以下のような意見

も出された。今後の施策の展開に当たって十分に考慮するよう求めるもので

ある。 
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―  既存の弊害防止措置に加え、行政当局においても、銀行等による保険販

売の適切な実施をモニターするため、例えば現行の「貸し渋り・貸し剥

がしホットライン」のような仕組みを導入するなど監視・監督の強化を

図るべきとの意見があった。また、保険会社の経営の健全性の確保のた

め、行政当局の監督体制の更なる充実を図るべきとの意見もあった。 

―  消費者保護に関して、金融商品に関する消費者教育についての施策の充

実や、消費者に対する情報提供の充実が必要との意見があった。特に、

銀行等の大規模な代理店については、顧客のニーズに応じた商品説明の

充実を図る必要があるとの意見があった。また、保険契約の乗換えの不

当な勧誘等の防止を徹底することや、苦情処理体制や裁判外紛争解決手

続（ＡＤＲ）を充実・活用することが必要との意見があった。更に、金

融商品の販売・勧誘についての横断的なルール整備を検討すべきとの意

見もあった。 

―  今後、金融について、異なる業態や業務の融合が一層進展していくこと

となれば、金融機関が他の業態の金融商品の販売を行うことにより自ら

新たなリスクを抱えることになっていくことも考えられ、そのような変

化も視野に入れたリスク管理体制を検討していくことも必要になるので

はないかとの意見もあった。 



 
 
 1 月 16 日（金）金融審議会金融分科会第二部会 

    ○ 保険に関する検討について 
        ・ 保険に関する主な検討課題、ＷＧの再開について 
 
 1 月 21 日（水）ＷＧ 

        ○ 保険に関する主な検討課題について 

        ○ 販売チャネルの将来展望について 
 
 2 月 12 日（木）ＷＧ 

        ○ 保険商品の販売規制のあり方について 

        ○ 自然災害リスクに対応した責任準備金制度等のあり方 
          について 
 
2 月 20 日（金）ＷＧ 

        ○ 保険商品の販売規制のあり方について 
          ・ 関係者からヒアリング 
          
2 月 25 日（水）ＷＧ 

        ○ 保険商品の販売規制のあり方について 
          ・ 利用者からヒアリング 
 
3 月 3 日（水）ＷＧ 

        ○ 保険商品の販売規制のあり方について 
          ・ 利用者からヒアリング 

        ○ 保険会社のガバナンスのあり方について 
 
3 月 10 日（水）ＷＧ 

        ○ 保険商品の販売規制のあり方について 
          ・ 関係者からヒアリング 

        ○ 保険会社のガバナンスのあり方について 
 
3 月 16 日（火）ＷＧ 

        ○ 保険商品の販売規制のあり方について 
          ・ 関係者からヒアリング（弊害防止措置関係） 
 
3 月 23 日（火）ＷＧ 

        ○ 保険商品の販売規制のあり方について 
          ・ 議論の整理 
 
3 月 30 日（火）ＷＧ 

        ○ 保険商品の販売規制のあり方について 
          ・ 報告の取りまとめ 

別 紙


